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平成 15 年 8 月 20 日 

各   位 

大阪市中央区北浜三丁目 7 番 12 号東京建物大阪ビル

会 社 名 日 本 駐 車 場 開 発 株 式 会 社

代 表 者 の

役 職 氏 名
代表取締役社長  巽  一  久

（コード番号：２３５３）

問い合わせ先 情報戦略企画室長  高田彰彦

電 話 番 号 ０６-６２２７-６７７７（代表）

 
株式会社まぐまぐとの業務提携に関するお知らせ 

 
当社は、平成 15年 8月 20日開催の取締役会において、株式会社まぐまぐ（http://www.mag2.com）
との間で、インターネットを利用した月極駐車場紹介サービスに関する業務提携を行うことを決議いた

しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１．業務提携の趣旨及びその内容 
業務提携の内容は、当社がこれまで行ってきたインターネットを利用した月極駐車場紹介サービス

について、株式会社まぐまぐがメールマガジン「まぐまぐ」等の運営で培ったノウハウを基にウェブ

サイトの構成や顧客とのメール応対等を改善することで当サービスの利用者増大とサービスの品質

向上を図るものであります。 
これにより、月極駐車場利用に関するインターネットを介した情報流通、需給マッチング、及び顧

客の利便性向上を促すとともに、両社間の発展を図ろうとするものであります。 
なお、当サービスの詳細については添付資料をご参照下さい。 

 
２．業務提携先の概要 
(１)商    号 株式会社まぐまぐ 

(２)主な事業内容 メールマガジン「まぐまぐ」及びウェブサイトの運営・管理等 

   （参考）メールマガジン  26,324 誌 

       のべ読者登録 25,053,154 登録 

(３)設立年月日       1999 年 1 月 7 日 

(４)本店所在地       京都市下京区中堂寺粟田町 93 番地京都リサーチパーク４号館８Ｆ 

(５)代 表 者       代表取締役社長  大 川 弘 一 

(６)資 本 の 額       3 億 1 千万円 

(７)従 業 員 数       25 名 

 

（注）平成 15年 8月 20日現在、資本的関係、人的関係はありません。 
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３．日程 
平成 15年 8月下旬 業務提携契約締結 
平成 15年 9月 1日 サービス開始予定 

 
４．今後の見通し 
当社は、９月中旬に行う予定の平成 15 年 7 月期決算発表時に平成 16 年 7 月期の業績予想を発表

する予定です。今回の業務提携による直接的な業績への影響は当面は軽微なものと見込んでおります

が、提携先よりインターネット関連事業分野におけるノウハウの提供を受けることにより、当サービスの利

用者増大及び提供サービス品質向上が可能となり、当サービスの収益増大のみならず、顧客ニーズの

より正確な把握による既存事業の収益改善、及び当該ウェブサイトを通した新たな付加サービスの提供

など、将来的に当社の業容の拡大に効果があるものと期待しております。 
 
 

以上 
 



＜添付資料＞ 

平成 15 年 8 月 20 日 

各   位 

日本駐車場開発株式会社 

 

インターネットによる月極駐車場紹介サービスの概要 

 

１．URL 

http://www.p-king.jp/ （９月１日オープン予定） 

２．サービスメニュー 

2-1. 駐車場ご利用者様向け 

・駐車場検索 

約１万件のデータベースより、条件に合う駐車場を検索・指定し、お問い合わせいただく

ことが可能です。当社にて空き状況、詳細条件を確認の後、ご契約方法等と合わせて

ご案内いたします。 

・パ王にきけ 

お探しの地域など必要な条件をお伝えいただき、当社にて条件に合う駐車場をご案内

致します。 

2-2. 駐車場所有者様向け 

・駐車場登録 

お持ちの駐車場情報をご登録頂くことにより、当サービスを介しての顧客誘致が可能と

なります。 

３．サービス対象地域 

東京都 23 区、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、大阪市近郊都市、神戸市 

※ 順次拡大予定です。 

４．当サービスのねらい 

自動車や住宅等では情報誌や店舗を通した情報の流通がありますが、駐車場においてそ

れらはまだまだ未整備であり、駐車場利用者（自動車所有者）が駐車場を探したり選ぶ際に

苦労する一方で、都心のビルや地下に存在する駐車場や、個人で所有されている小規模駐

車場など、利用者が通常にはその存在を知り得ないような駐車場で空きがある場合も多く、

当サービスでは、月極駐車場に関する情報流通を活性化し、所有者様、利用者様双方への

ソリューションを提供するものであります。 

 

以上 


